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6苦情相談分析（実際の苦情相談例）

１．通信料金の支払（心当たりのない請求等） ２５．7％
例）・携帯電話ショップでスマホを契約したが、不要なオプションをいくつもサブスク契約させられ、支払いが滞って強制解約になった。

・携帯電話サービスを解約したが請求が続いていた。問い合わせたところ、承諾した覚えがないオプション契約をしていたことが分かった。
・携帯電話料金が安くなると言われ契約したが、利用実態に沿わないプランであり、実際は高くなった。説明が間違っていたことが分かった。

２．解約の条件・方法 ２２．０％
例）・携帯電話サービスを以前に解約したが、オプションの会員特典が解約できておらず、料金を払い続けていたことが発覚した。

・解約の方法が分からず、解約するまで長時間かかった。解約手続を簡略化して欲しい。

３．勧められて新規契約又は事業者変更 ２１．１％
例）・高齢の母が携帯電話の操作方法を聞くためショップに行ったが、据置型Wi-Fiの勧誘を受けて契約してしまった。本人もよく理解しておらず、

丁寧な説明があったとは思えない。

１．勧められて新規契約又は事業者変更 ６１．５％
例）・高齢の母が電話勧誘を受けて光回線の業者を乗り換えたが、月々の支払額もはっきりせず、意図しないオプションもつけられているようだ。

・迷惑メール対策の相談のためにショップに訪問したところ、光回線を勧誘され乗り換えることになってしまった。

２．解約の条件・方法 ３４．３％
例）・長年契約していた光回線を解約しようとしたところ、違約金が生じた。そのような説明は聞いたことがない。

・使用していた光回線を解約したいが、電話で問い合わせてもつながらない。

３．通信料金の支払（心当たりのない請求等） １１．８％
例）・電話勧誘を受け事業者を変更したが、前の契約が解約されておらず、二重請求を受けた。勧誘時、「解約手続きはこちらで実施します」と聞いた。

FTTH

MNO

①代理店による不適正な勧誘（例：不要なオプションの契約、利用実態に沿わないプランの提案、特に高齢者に対する不適正な勧誘）
②分かりづらい解約方法（例：解約方法が不明瞭、解約時の不明瞭な費用請求、通信契約時に契約したオプションの解約漏れ）
③FTTHの不適正な電話勧誘（例：不明瞭な説明、不要なオプションの契約、勧誘である旨や事業者名の不告知）
への対処が課題

6



7消費者保護ルールの更なる適正化とDX時代への対応の在り方（諮問）
諮問の概要

■ 電気通信事業法は、「適正かつ合理的な事業の運営と公正競争の促進により、電気通信役務の円滑な
提供を確保するとともに利用者等の利益を保護する」ことを法目的としており、総務省では、この
利用者等の利益の保護の一環として、消費者保護ルールの整備を進めてきた。

■ こうした消費者保護ルールの整備と運用を通じ、電気通信分野に関する苦情相談件数※１は、この
10年間で２割以上減少※２した。
※１： 総務省及び独立行政法人国民生活センターで把握している数字の合計 ※２： 2015年度：90,668件→2024年度：69,448件

■ 一方で、苦情相談件数は依然として年間７万件程度と高い水準にあり、また、サービス及び料金の
プランの多様化・複雑化や社会全体のＤＸの進展といった市場環境の変化が進む中で、今後、新たな
消費者トラブルが発生することも想定される。

■ こうした状況下で、消費者が電気通信サービスを安心・安全かつ便利に利用できる環境を整備して
いくためには、消費者トラブルの実態や今後予想される傾向（ＤＸの進展等）を踏まえた上で、
消費者保護ルールについて不断の検討・見直しを行うとともに、整備されたルールの遵守を確保する
ために必要な措置について検討することで、消費者保護ルールの更なる適正化を追求していくことが
求められる。

■ 以上により、消費者保護ルールの更なる適正化とＤＸ時代への対応の在り方について検討を行うため、
情報通信審議会への諮問を行った（2025年10月21日）。

答申を希望する事項
（１）消費者への説明の充実の在り方
（２）交渉力の低い消費者の保護の在り方
（３）法令遵守を確保するための措置の在り方
（４）ＤＸの進展を踏まえた消費者保護ルールの在り方
（５）その他必要と考えられる事項

答申を希望する時期
令和８年夏頃目途：一部答申を希望
令和９年夏頃目途：最終答申を希望
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10消費者への説明の充実の在り方

①通信契約に際してのオプションの勧誘状況、②通信契約の締結後、利用者が実際に解約手続を行うま
での間の対応、③端末に関する説明の状況についての各社からのヒアリング結果を踏まえれば、 TCA
公表のMNO４社による「利用者理解の向上のための取組みについて」（2025年9月から運用開始）も
踏まえ、MNO各社において適切な対応が行われるよう努めていることが伺われる。一方で、代理店独
自商材の取扱いについては、販売代理店次第の側面も伺われる。

しかしながら、苦情相談の状況を踏まえると、依然として、利用者が意に沿わない又は認識のないオプ
ションを契約しており、心当たりのない不必要な支払いを行っているケース、あるいは、解約の条件・
方法が利用者に十分に伝わっておらず、解約漏れの発生等、解約手続が適切に行われていないケースが
多く存在していることが伺われる。また、契約の電子化に伴う利用者の理解を助けるための手段として、
サマリーペーパーの作成について検討する必要性が伺われる。

端末契約に関する苦情も一定程度存在しているところ、端末販売価格（特に頭金）や複雑な端末購入プ
ログラムの利用方法・条件についての説明が利用者に十分に伝わっていないことが伺われる。

論点整理案（状況認識）
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11消費者への説明の充実の在り方

苦情相談の状況を踏まえ、各社における取組の更なる徹底を促す観点から、説明義務のスコープを拡充するこ
とを検討してはどうか。

    - 各事業者が提供するセットプラン（例：動画配信サービスやセキュリティサービスがセットとなったプラ
ン）の実態や書面交付義務のスコープ（通信契約のほか、付加的な機能に係る役務その他の有償継続役務を
含む）を踏まえて、説明義務のスコープに通信契約に合わせて利用されるオプション（代理店独自オプショ
ンを含むか等、スコープについては要検討）を含むことを検討してはどうか。その際、説明義務のスコープ
を拡充することで、説明時間の増加等が想定されるところ、既存の基本説明事項の項目や説明内容のあり方
についても、サマリーペーパーのあり方についての検討も踏まえつつ、必要に応じて検討してはどうか。

 - 解約の方法・条件について、契約後の期間及び解約時において、利用者の求めに応じて適切な説明を行う
とともに、オプションの解約漏れを防止する観点から、通信契約の解約時におけるオプションの継続意向の
確認の実施や解約内容に関する適切な情報提供の実施を検討してはどうか。

    - また、携帯電話端末（例：通信契約と端末を新規に契約するケース、通信契約はそのままで機種変更を行
うケース）について、利用者の誤認が生じやすい部分（例：端末販売価格に含まれる頭金の位置づけ、端末
購入プログラムの利用の方法・条件、残債の発生条件・額）について説明の拡充を図ってはどうか。

引き続き、TCAが公表したMNO４社の取組「利用者理解の向上のための取組みについて」（2025年9月から
運用開始）の実施状況を注視するとともに、その実施状況及び諸外国における類似の取組事例も踏まえ、例え
ば契約の電子化に伴う利用者の理解を助ける観点からサマリーペーパーのあり方について検討してはどうか。

また、解約手続に関する措置の一環として、契約者の入院/死亡/認知症の発症に際し、親族等が行う解約手
続の方法・条件について、広く周知するための取組（例：書面やホームページへの記載等）を事業者に促して
はどうか。

論点整理案（検討の方向性）
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